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財形年金貯金規定 
 

１．～２．（省略） 

 

３．（分割、支払方法） 

（１）この貯金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降５年以上２０年以内の期間にわ

たって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期貯金は年金元金計算日に満期日が

到来したものとし、その元利金とスーパー定期貯金の元利金との合計額を「年金計算基本額」とし

ます。 

①  年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額（ただし１００円単位としま

す。）を元金として、年金元金計算日から３か月ごと（受取周期が２か月の場合は２か月ごと）

の応当日を満期日とする１２口（受取周期が２か月の場合は１８口）の期日指定定期貯金または

スーパー定期貯金（以下、これらを「定期貯金（満期支払口）」といいます。）を作成します。た

だしスーパー定期貯金の預入期間は１年未満とします。 

②  年金計算基本額から前号により作成された定期貯金（満期支払口）の元金の合計額を差引いた

金額を元金として、１口の期日指定定期貯金（以下、これを「定期貯金（継続口）」といいます。）

を作成します。 

③  定期貯金（満期支払口）は、各々その満期日（満期日が休日の場合は翌営業日）に、元利金を

あらかじめ指定された貯金口座に入金します。 

（２）～（３）（省略） 

 

４．～２０．（省略） 

 

 

（２０２４年４月１日現在） 

財形年金貯金規定 
 

１．～２．（省略） 

 

３．（分割、支払方法） 

（１）この貯金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降５年以上２０年以内の期間にわ

たって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期貯金は年金元金計算日に満期日が

到来したものとし、その元利金とスーパー定期貯金の元利金との合計額を「年金計算基本額」とし

ます。 

①  年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額（ただし１００円単位としま

す。）を元金として、年金元金計算日から３か月ごと（受取周期が２か月の場合は２か月ごと）

の応当日を満期日とする１２口（受取周期が２か月の場合は１８口）の期日指定定期貯金または

スーパー定期貯金（以下、これらを「定期貯金（満期支払口）」といいます。）を作成します。た

だしスーパー定期貯金の預入期間は１年未満とします。 

②  年金計算基本額から前号により作成された定期貯金（満期支払口）の元金の合計額を差引いた

金額を元金として、１口の期日指定定期貯金（以下、これを「定期貯金（継続口）」といいます。）

を作成します。 

③  定期貯金（満期支払口）は、各々その満期日（追加）に、元利金をあらかじめ指定された貯金

口座に入金します。 

（２）～（３）（省略） 

 

４．～２０．（省略） 

 

 

（２０２０年４月１日現在） 
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